
  
40 

 

第３章 計画の基本的な考え方 
  

 １  計画の基本理念 

本計画では、町田市高齢社会総合計画（第４次改定版）で描かれた基本理念

を継承し、「高齢者の尊厳が守られ、人生の豊かさが実感できるまち～地域で

支えあい健やかで自分らしさを感じられるまちの実現～」を計画の基本理念と

定め、一人ひとりの生活の中で基本理念が実現されるまちづくりに向けた取組

みを進めていきます。 

 

 
 
 
 
 
 

本計画では、介護、予防、医療、生活支援、住まいの５つのサービスを一体

化して提供（地域包括ケア）し、高齢者が健康で生きがいを持って生活し、介

護が必要になっても住み慣れた地域で自分らしく、尊厳が失われることなく、

安心して生活できるまちを目指します。 

基本理念を実現するためには、自助、共助、公助、それぞれが連携を図りな

がら取り組む姿勢が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高齢者の尊厳が守られ、人生の豊かさが実感できるまち

～地域で支えあい健やかで自分らしさを感じられるまちの実現～ 

＜本計画の基本理念＞ 

基本理念（ ）の実現に 

向けた取り組み姿勢 

 

自 助 

個人や家庭でできることを

自ら見つけて取り組むこと。

（健康づくり、介護予防など）

公 助 

公的な制度によって適正な

サービスを提供すること。

共 助 

地域の連携、支えあいによって 

取り組むこと。（町内会・自治会、

民生・児童委員、老人クラブなど）
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 ２  基本目標 

本計画では、地域包括ケアの提供により基本理念を実現していくために、現

状と 10 年後を見据えた課題を踏まえ、新たに５つの目標を設定して施策を進

めます。 

 

特に、高齢者の増加により、認知症高齢者が増えることが予測されるため、

地域での見守りやその家族を支える仕組みづくりなど、地域、行政が一体とな

り、認知症に対応したサービスの充実に取り組んでいきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                          
 

５つのサービスを一体化して提供 

図 3-1 地域包括ケアのイメージと基本目標 

介護 

予防 

医療 

生活支援 

住まい 

（３）自分に合った施設や
住まいの選択
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１ 地域参加と生きがいづくりの推進 

社会の高齢化が進むとともに、これまで地域との関わりが少なかった団塊

の世代を含む人たちが地域に戻ってきます。このような高齢者たちが地域で

豊かな生活を送るためには、集う場づくりや自らが習得した経験や技能を生

かして地域貢献することにより生きがいを持てるような環境づくりが必要に

なってきます。また、高齢者の方に元気でいきいきと過ごしてもらうために

は、健康づくりや介護予防の取組みに参加してもらうよう支援していくこと

が重要になってきます。 

町田市では、このような高齢者の地域参加や生きがいづくりなどに、積極

的な支援をしていきます。 

 
 
 
２ 住み慣れた地域での生活継続の推進 

高齢者が、住み慣れた地域で自分らしく、自立して生活できるように、生活

支援のためのサービスの充実や、高齢者支援センターの機能充実を図ります。

また、高齢者が地域で安心して暮らしていけるように、認知症高齢者や家族へ

の支援、高齢者の権利擁護体制、高齢者の見守り支援ネットワークの構築など

を推進することで、住み慣れた地域での生活継続を推進していきます。 

 
 
 
３ 自分に合った施設や住まいの選択 

高齢化が進む中、一人ひとりの状況に応じた施設や住まいを充実させ、高

齢者が自分らしく安心した生活を送れるように支援することが必要となって

います。そのため、住み慣れた地域で利用できる「地域に密着した介護保険

サービスの提供」や、在宅で生活を続けることが難しい方のための施設とし

て特別養護老人ホームなどの「介護保険施設の整備」を図ることが重要です。 

町田市では、高齢者が自分に合った施設や住まいを選択できるよう、支援

を進めていきます。 
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４ 安心して介護保険サービスを利用できる環境づくり 

介護が必要になったとしても、住み慣れた地域で自分らしく、安心して生

活を続けるためには、介護人材を継続的に育成・確保し、ケアマネジメント

を充実させるとともに、福祉職と医療職の柔軟な連携が必要です。さらに、

高齢者を介護している家族の身体的・精神的負担を軽減することも、要介護

者の在宅生活の継続や向上につながります。市では、一人ひとりに合った介

護が適切に提供されるよう、様々な支援を進めていきます。 

 
 
 
５ 介護保険事業の円滑な運営 

介護保険事業を円滑に運営するためには、適正なサービス量の見込みの推

計を実施し、介護保険料を設定していくことが必要です。また、それらの見

込みの中で、介護予防事業や介護基盤の整備を実施し、高齢者が住み慣れた

地域で自分らしく、安心して生活を続けられるよう支援をしていくことで、

介護保険事業の円滑な運営を推進していきます。 
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 ３  計画の体系   

本計画では、５つの基本目標のもと、18 の基本施策のうち７つの基本施策

を重点として、基本理念の達成を目指します。  は重点施策を示しています。 

なお重点施策については、町田市高齢社会総合計画（第４次改定版）の評価

や、市民ニーズ調査の結果、10 年後に考えられる課題を考慮し、町田市が主

体となって推進する必要がある施策について設定したものです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本理念 基本目標 基本施策 

 

高
齢
者
の
尊
厳
が
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れ
、
人
生
の
豊
か
さ
が
実
感
で
き
る
ま
ち 

~ 

地
域
で
支
え
あ
い
健
や
か
で
自
分
ら
し
さ
を
感
じ
ら
れ
る
ま
ち
の
実
現 ~ 

３ 自分に合った施設や

住まいの選択 

１ 地域参加と生きがい

づくりの推進 

２ 住み慣れた地域での

生活継続の推進 

４ 安心して介護保険

サービスを利用で

きる環境づくり 

５ 介護保険事業の円滑

な運営 

（１）高齢者の生きがい・集う場づくり

（２）健康づくり・介護予防の推進 

（３）地域の担い手づくり 

（１）見守り支援ネットワークの推進 

（２）要援護高齢者支援 

（１）高齢者の住まいの選択肢拡大 

（３）生活支援サービスの実施 

（４）高齢者支援センターの機能の充実

（２）地域に密着した介護保険サービス 
の提供 

（３）介護保険施設の整備 

（１）介護保険サービスの質の向上 

（２）介護人材の育成・確保 

（１）介護保険施設の整備 

（５）認知症高齢者及び家族介護者支援 

（６）高齢者の権利擁護 

（３）保健・福祉・医療の連携 

（２）地域支援事業の実施 

（３）介護給付・運営の適正化 

高
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ま
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地
域
で
支
え
あ
い
健
や
か
で
自
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ら
し
さ
を
感
じ
ら
れ
る
ま
ち
の
実
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３ 自分に合った施設や

住まいの選択 

１ 地域参加と生きがい

づくりの推進 

２ 住み慣れた地域での

生活継続の推進 

４ 安心して介護保険

サービスを利用で

きる環境づくり 

５ 介護保険事業の円滑

な運営 

（１）高齢者の生きがい・集う場づくり

（２）健康づくり・介護予防の推進 

（３）地域の担い手づくり 

（１）見守り支援ネットワークの推進 

（２）要援護高齢者支援 

（１）高齢者の住まいの選択肢拡大 

（３）生活支援サービスの実施 

（４）高齢者支援センターの機能の充実

（２）地域に密着した介護保険サービス 
の提供 

（３）介護保険施設の整備 

（１）介護保険サービスの質の向上 

（２）介護人材の育成・確保 

（１）介護保険施設の整備 

（５）認知症高齢者及び家族介護者支援 

（６）高齢者の権利擁護 

（３）保健・福祉・医療の連携 

（２）地域支援事業の実施 

（３）介護給付・運営の適正化 


